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第１　個人情報保護法の目的・理念

１　目的（１条）
個人情報保護法は、その目的について、次のように規定してい
る。

第１条
　　この法律は、デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用が
著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取扱いに
関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人
情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地
方公共団体の責務等を明らかにし、個人情報を取り扱う事業
者及び行政機関等についてこれらの特性に応じて遵守すべき
義務等を定めるとともに、個人情報保護委員会を設置するこ
とにより、行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営
を図り、並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産
業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現
に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮し
つつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

２　基本理念（３条）
個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべ
きものであることに鑑み、その適正な取扱いが図られなければなら
ない（３条）。

ＢＢ

CHECK

個人情報保護法の目的

１条が目的に掲げる「個人
の権利利益」には、広く人格
権、財産権が含まれ、いわゆ
るプライバシーも当然にこれ
に含まれます。

しかし、「プライバシー」
という概念が必ずしも明確で
はないため、この言葉を条文
に用いていません。

CHECK

「デジタル社会」とは

旧法では「高度情報通信社
会」という文言が用いられて
いましたが、改正後は「デジ
タル社会」という文言が用い
られています。

「デジタル社会」の定義に
ついては、デジタル社会形成
基本法２条に定められてお
り、「インターネットその他
の高度情報通信ネットワーク
を通じて自由かつ安全に多様
な情報又は知識を世界的規模
で入手し、共有し、又は発信
するとともに、官民データ活
用推進基本法……に規定する
人工知能関連技術、同条第３
項に規定するインターネッ
ト・オブ・シングス活用関連
技術、同条第４項に規定する
クラウド・コンピューティン
グ・サービス関連技術その他
の従来の処理量に比して大量
の情報の処理を可能とする先
端的な技術をはじめとする情
報通信技術（情報通信技術）
を用いて電磁的記録……とし
て記録された多様かつ大量の
情報を適正かつ効果的に活用
すること（情報通信技術を用
いた情報の活用）により、あ
らゆる分野における創造的か
つ活力ある発展が可能となる
社会」とされています。
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第２　個人情報（２条１項）

１　総説
「個人情報」とは、生存者の個人識別情報をいい、具体的には、
①生存する（生存性）、②個人に関する情報であって、③特定の個
人を識別することができるもの（個人識別性）、という３つの要件
をすべて満たすもののことをいう。

２　要件①　生存者に関する情報であること
「個人情報」に該当するには、まず生存者に関する情報でなけれ
ばならない。したがって、個人であっても、死者に関する情報は個
人情報に該当しない。
また、胎児に関する情報も、出生前の時点で生存性の要件を満た
さないので個人情報に該当しないが、その後の出生時点以降は胎児
時代の情報を含めて個人情報となりうる。

３　要件②　個人に関する情報であること
「個人情報」に該当するには、次に個人に関する情報でなければ
ならない。したがって、個人（自然人）に関するものに限られるこ
とになる。
法人その他の団体それ自体に関する情報（団体情報）も、個人情
報に該当しない。例えば、会社の本店・支店の所在地情報や他社と
の取引内容等が、その具体例である。
しかし、ある情報の内容が団体に関する情報に該当する場合で
も、団体の役員情報のように、その情報が同時に本項の要件を満た
すときには、当該部分の情報は個人情報に該当しうる。例えば、団
体に属する従業員の情報（雇用管理情報）が、その具体例である。
なお、本項は「個人」が国内居住者であるか、日本国籍の者であ
るかを要件としていない。したがって、国外居住者の情報、外国人
の情報も含まれる。これらの個人情報は、日本国内で取り扱われる
限りで、個人情報保護法の対象となる。ただし、域外適用規定
（166条）に該当するときは、国外であっても適用される。

４　要件③　特定の個人を識別することができるこ
と

⑴　「特定の個人を識別することができる」とは（個人識別性）
「個人情報」に該当するには、さらに特定の個人を識別すること
ができる必要がある。
「特定の個人を識別することができる」とは、社会通念上、一般
人の判断力や理解力をもって、生存する具体的な人物と情報との間
に同一性を認めるに至ることができることをいう（個人識別性）。
したがって、たとえ生存する個人に関する情報であっても、「昨年

ＡＡ

CHECK

「死者に関する情報」につい
て

一見すると死者の情報であ
るかのようにみえても、生存
する遺族等を本人とする個人
情報になりえます（最判平
31.3.18参照）。

CHECK

識別性の基準時

取得時に識別性を有しない
情報であっても、新たな情報
が付加され、または容易な照
合が可能となる等により、識
別性が具備されるに至った場
合には、その時点から個人情
報となります。

す な わ ち 、 識 別 の 基 準 時
は、当該情報の取扱時です。
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度末時点における成人のＡ県民数」のような、識別性を欠く統計情
報は個人情報ではない。ただし、識別性を有しない情報が、個人情
報ではなく匿名加工情報として義務の対象となる場合がある（43条
以下）。

⑵　識別の方法
２条１項各号によれば、個人識別性は、①記述等による識別性
（１号）、②照合容易性による識別性（１号かっこ書）、③個人識
別符号が含まれるもの（２号）のいずれかに該当すれば足りる。

ア　①記述等による識別性（１号）
記述等による識別性とは、「当該情報に含まれる氏名、生年月
日その他の記述等」により特定の個人を識別しうるものをいう
（２条１項１号）。例えば、名刺や履歴書である。
本号は「氏名、生年月日」を例示するが、「その他の記述
等」も含まれる。「記述等」とは、文書、図画もしくは電磁的
記録に記載され、もしくは記録され、または音声、動作その他
の方法を用いて表された一切の事項をいう。

イ　②照合容易性による識別性（１号かっこ書）
照合容易性による識別性とは、「他の情報と容易に照合するこ
とができ、それにより特定の個人を識別することができることと
なるもの」をいう（２条１項１号かっこ書）。
識別のための照合は、容易である必要がある（照合容易性）。
これは、民間の場合には営業の自由への配慮から過度に広範な規
制を避ける観点から個人識別情報の範囲を限定する趣旨であると
説明されている。
「容易」とは、通常の業務における一般的な方法で、他の情報
と容易に照合しうる状態をいう。したがって、「他の事業者へ特
別な紹介をしたうえ当該他事業者が相当な調査をして初めて回答
しうる場合」や、「照合のため特別なプログラムの導入・インス
トールを要する場合」等は、「容易」であるとはいえない。

ウ　③個人識別符号が含まれるもの（２号・２項）
「個人識別符号」とは、個人情報保護法２条２項１号または２
号に該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定め
るものをいう（２条２項柱書）。

CHECK

「電磁的記録」とは（２条１
項１号）

「電磁的記録」とは、電磁
的方式で作られる記録をいい
ます。

なお「電磁的方式」とは、
電子的方式、磁気的方式その
他人の知覚によっては認識す
ることができない方式をいい
ます。

CHECK

行政事務に用いられる個人情
報について

行政事務に用いられる個人
情報には、義務性、権力性、
および秘匿性が高いものが多
いので、行政機関における個
人情報の取扱いについては、
より厳格な取扱いが必要にな
ります。この点で、民間部門
の場合と異なっていること等
の点を指摘することができま
す。
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Point 「個人情報」について

□ ①生存者に関する情報であること
死者に関する情報は、それが同時に生存する個人に関する
情報でもある場合を除き、「個人情報」にあたらない。

□ ②個人に関する情報であること
企業の財務情報など法人等の団体自体に関する情報（役
員、従業員等に関する情報を除く）は、「個人情報」にあ
たらない（自然人を対象とする）。
外国人の個人情報も含まれる。

□ ③特定の個人を識別することができること
個人名が含まれていなくとも、特定の個人を識別できる情
報であれば、個人情報に含まれる。
名前や住所などその者を特定できる情報は「個人情報」に
該当する。
社員番号、学籍番号等は、それ自体で特定の個人が識別で
きない場合、「個人情報」にあたらない。それ自体で特定
の個人が識別できない場合でも、別に管理する名簿等と容
易に照合して特定の個人を識別できるものは、「個人情
報」にあたる。
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